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届今
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第14号様式（第8条関係）

（その 1）

一

（ 令 年分）

比
ロ

和 2

収支報
室
日

（ふり がな ） いわたしいしれんめい

磐田市医師連盟1政治団体の名称

磐田市上大之郷512主たる事務所の所在地

北原大文3代表者の氏名

伊藤 基4会計責任者の氏名

菫
目 木壯慈朗

］
事務担当者の氏名

O538-35-1 188
（電話番号）

入力演

政治団体の区分

口政 党 □

口政 党 の 支 部

政治資金規正法

第18条の2第1項
の規定による政治団体

口政治資金団体 圃その他の政治団体

□その他の政治団体の支部

活動区域の区分

□2以上の都道府県の区域等 画同一の都道府県の区域内

資金管理団体の指定の有無

口有

画無

公職の種類

資金管理団体
の届出をした

者の氏名

国会議員関係政治団体の区分

口政治資金規正法第19条の

□

7第1項第1号に係る
国会議員関係政治団体
政治資金規正法第19条の
7第1項第2号に係る

国会議員関係政治団体

公職の候補
者の氏名

公職の種類

資金管理団体の指定の期間

令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

国会議員関係政治団体
に関する特例の適用期間

令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで



(その 2） 今

収 支 の 状 況
1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

収 入 総 額
十億百万千 円

1,725,743

1，497，343
Ⅱ■■■q■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■Ⅱ■■■ ■■q■■■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■■q■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■■■■■■■■■ Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■■■面毎回■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■■■■■■q■Ⅱ■Ⅱ■Ⅱ■■

228,400

支 出 総 額 154,259
翌年へ の 繰越額 1，571，484

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
十億百万千 円

員 数
人

(2)寄 附

ア寄附（イを除く。 ）の区分 金 額 備 考

(ア） 個人から の寄附
十億百万千 円

0

(うち特定寄附） （内書）

(ｲ） 法人その他の団体からの寄附 0

(ウ） 政治団体からの寄附 228,400 静岡県医師連盟

小計 （ｱ)＋(ｲ)＋(ｳ)＝ア 228,400
（寄附のうち寄附のあっせんによるもの） （内書）

イ政党匿名寄附 0

合計 （ア＋イ） 228,400



(その 7）

嘱併秀房､害I

の者の昂

｢小計」を入れてください。

(7)寄附の内訳 （政治団体からの寄附） 寄附者の区分 政治団体

団体の名称 金 額 年月日 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 備考

静岡県医師連盟
十億百万千 円

208,400 R02. 10. 19 静岡市葵区麿匠3－6－3 紀平幸一

静岡県医師連盟 20,000 R02． 12.21 静岡市葵区麿匠3－6－3 紀平幸一

この頁の小計 228,400

その他の寄附 0

合 計 228,400



（その 13）

3支出項目別金額の内訳

一

の耳灌才〒雲蛍の耳灌才〒雲蛍

＝ ､ 』＝ ､ 』

準
一
〃

７
・

Ｔ
Ｕ
一
■
Ｐ
一

準
一
〃

７
・

Ｔ
Ｕ
一
■
Ｐ
一

7） 串‐ 宝7） 串‐ 宝

(1)支出の総括表
I

項 目 金 額
備 考

本部又は支部に対して

供与した交付金に係る支出

1 経 常 経 費

(1)人 件 費

十億百万千 円

(2)光 熱 水 費

(3)備品 ・ 消耗品費 115,049 事務所応接等チェア購入費

(4)‘事 務 所 費

小 計 115,049 経常経費の計

2 政治活動費

(1)組織 活 動 費 18， 000 パーティ会費

(2)選挙 関 係 費

(3)
機関紙誌の発行

iその他の事業費
(小計） 0 (3)のアーエの計

(4) 調 査研 究 費 0

(5) 寄附 ‘ 交付金 20, 000 政治活動支援金

(6) その他の経費 1，210 送金手数料

小 計 39,210 政治活動費の計

合 、 計 154,259



〆

(その 14）

※資金管理団体及び国会議員関係政治団体以外の政治団体は、作成する必要がありません。

円
円
降
支
許

万
万
以
の
ｒ

以上の支出（平成21年度以降の国会

を超える支出）はすべて個別に掲詞
の国会議員関係政治団体分について
出｣に一括して記載してください。

)他の支出｜と｢合計|の欄は、右上a

含団体分li

辰満の支ヒ
PI下の寺卜

(2)経常経費（人件費を除く。 ）の内訳 項目別区分 備品・消耗品費 （ 備品 ）

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあ
っては、主たる事務所の所在地）

備考

事務所応接等チェア購入費

十億百万千 円

115,049 R02.09. 15 横山事務器 静岡市駿河区南町1-13

この頁の小計 115,049

その他の支出 0

合 計 115,049



(その 15）

万円以上の支出（平成21年度以降の国会

万円を超える支出）はすべて個別に掲詞
以降の国会議員関係政治団体分について
の支出｣に一括して記載してください。

｢その他の支出｣と｢合計｣の欄は、右上α
‐最祷の頁に記載してください、

の（ ）の中の工自E

(3)政治活動の内訳 項目別区分 組織活動費 （ 交際費 ）

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあ
っては、主たる事務所の所在地）

備考

立春の集いパーティー会費

十億百万千 円

18, 000 R02.01.07 宮澤博行晃援会 磐田市見付5738-13

この頁の小計 18, 000

その他の支出 0

合 計 18, 000



(その 15）

万円以上の支出（

万円を超える支出

以降の国会議員塵
の支出｣に一括し‐

｢その他の支出｣と
‘最後の頁に記載

里成21年度以降の国会議員関係政治団体分について｜

はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出（平成i
ﾐ政治団体分については、 1万円以下の支出）は、
記載してください。

今計|の欄は、右卜の項目別区分の（ ）の中の項巨

(3)政治活動の内訳 項目別区分 寄附・交付金 （ 寄附 ）

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）
支出を受けた者の住所(団体にあ
っては、主たる事務所の所在地）

備考

寄附

十億百万千 円

20, 000 R02.08.18 自由民主党静岡県磐田市第二支部 磐田市長森65

この頁の小計 20, 000

その他の支出 0

"△、
計ロ 20, 000



(その 15）

万円以上の支出（

万円を超える支出

以降の国会議員隣
の支出｣に一括し‐

｢その他の支出｣と
ゞ最後の頁に記載

昌成21年度以降の国会議員関係政治団体分について｜

はすべて個別に掲載し、 5万円未満の支出（平成i
政治団体分については、 1万円以下の支出）は、
記載してください。

今計Iの欄は、右kの項目別区分の（ ）の中の項巨

(3)政治活動の内訳 項目別区分 組織活動費 その他の経費(手数料）

支出の目的 金 額 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称）

支出を受けた者の住所(団体にあ
っては、主たる事務所の所在地）

備考

送金手数料（宮澤博行晃援会分）

十1意 白万 二'一 円

330 R02.01.07 浜松いわた信用金庫・岡田支店 磐田市上大之郷331-3

送金手数料（横山事務器分） 880 R02.09.15 浜松いわた信用金庫・岡田支店 磐田市上岡田1023-1 （移転）

この頁の小計 1，210

その他の支出 0

合 計 1，210



(その 17）

資産等の状況

1 資産等の総括表

※有無について図して下さい。

資産等の有無

資産等の項目別区分 有 無 備 考

ア土 地 □ 回

イ建 物 □ 回

ウ建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 □ 回

エ取得の価額が100万円を超える動産 □ 面

オ 預金（普通預金及び当座預金を除く 。 ）
又は貯金 （普通貯金を除く 。 ）

□ 画

力金 銭 信 託 □ 回

キ有 価 証 券 □ 画

ク出 資 に よ る 権 利 □ 画

ケ貸付先ごとの残高が100万円を超える貸付金 □ 画

．支払われた金額が100万円を超える敷金 □ 画

サ取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 □ 回

シ借入先ごとの残高が100万円を超える借入金 □ 回



(その20)
声

聿
冒

垂
目宣

添付書類（別添のとおり）

1領収書等の写し

2監査意見書（政党本部及び政治資金団体に限る。 ）

3政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。 ）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和 3年 1 月 7 日

田市医師連
確
石 盟政治団体の名称

全量重廷宣竺壁_皇 _里

（解散届と併せて提出する時のみ記入）

(代表者の氏名 ： ④）

｢会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名の場合は必ず会計責任者本人が自署すること。

解散届と併せて提出する収支報告書の場合は、 「代表者の氏名」も記名押印又は署名することとし、署名の場合は

※
※

必ず代表者本人が自署すること。


